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経  営 

掲 示 板 

事業承継を目的とした譲渡案件の買収メリット 

今月の実務 

消費税増税に向けた実務対応 税  務 

◩ 平成 2 5 年 1 0 月末決算法人の法人税及び消費税の申告期限 ：平成２6年 1月6日（月) 

 今月のことば  

『シェークスピアの名言より』 

人 の 言 葉 は 善 意に 取 れ 。その ほ う が ５ 倍 も賢 い 。 ・・・ シ ェ ー ク ス ピア （ 劇 作家 ）  

人からかけられた言葉を、プラスに受けとめられるようにしていこう。その言葉の真意はどうであれ、プラスに受けとめたほうが自分の

ためにもなる。イライラしてしまうような時には、自分を鍛える訓練だと思って意識してみよう。  

 コ ラ ボ の 効 果  

会 社 経 営 と 経 営 理 念 

試用期間を設けていますか？  

事業再生 

労  務 

事業承継 

公益法人の立入検査について 

 北洋でんさいサービス 

公益･社会福祉法人 



2013年11月20日発行 第204号 月刊グローバル 

２ 

経 営 

会 社 経 営 と 経 営 理 念 

 

 どの経営者も起業したとき、会社を設立したときの『思いや考え』はあるはずです。し

かし、それが必ずしも明文化されているかと言えば、そうではない会社も

多いかと思います。そうした『思いや考え』を経営理念なり社是・社訓と

いった形で明確にしては如何でしょうか？   

広辞苑によると  

1.経営理念  

2.社是  

3.社訓  

企業行動における基本的な価値観・精神・信念あるいは行動基準を表明したもの  

会社の経営上の方針・主張  

その会社で働く社員の指針として定められた理念や心構え  

 歴史のある会社では、社是や社訓として制定されている場合が多いかと思います。そ

のなかでも経営理念とは、簡単に言えば、「会社や組織は何のために存在するのか、経営

をどういう目的で、どのような形で行うことができるのか、会社の目指す方向はどこか」等を

明文化したものです。これによって経営者は、基本的な考え方を会社内外に伝えて共有

化したり、社員に対して行動や判断の指針を与えたりすることができます。理念自体に

社員の共鳴が得られれば働く動機にもなり、会社内における意思統一も容易になるかと

思います。  

 経営理念といっても必要性を感じない場合が多いかと思いますが、会社規模の大小は

関係ありません。経営者として起業したときの『思いや考え』を経営理念として明文化

しておくことは、非常に重要と考えます。  

監査部：宮路 隆二  

 当事務所は第一級の事務所造りの為、全員一丸となって業界の指導的立場を確保し、

美しい社風を持ち、社会の人々から愛され、信頼される事務所を作る。  

常に専門的知識の 

習得に努力し、 

能力開発に 

創意工夫する事。  

常に関与先の発展に

寄与し、顧客の信頼に

こたえる事。 

常に礼儀・作法を 

重んじ、人間関係の

向上に努力する事。  

当事務所の経営理念  
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消 費 税 増 税 に 向 け た 実 務 対 応 

取り締まりの対象は「特定事業者」です。  

監査部：竹田 靖治  

 今回の消費税の改正は、安定財源を確保し財政健全化を図る必要性のもと、可決成立いたしま

した。消費税の収入は｢年金、医療及び介護の社会保障給付及び少子化への対処施策経費に充てら

れる｣と明記されておりますが、今後、免税点制度の見直し、簡易課税制度のみなし仕入れ率の見

直し等、課税適正化措置の変更や、低所得者対策の対応、番号制度の導入を前提に色々な事項が

話し合われます。今後の具体的措置を注視していきましょう。  

 転嫁拒否等の行為を行った場合は、政府等による取り締まりの対象になります。悪質な違反

は、公正取引委員会が「勧告・公表」等を行いますので、特定事業者にとって、違反行為が公表

されれば、企業イメージ・信用が著しく失われます。  

ɞ “ Ѫ ᶺɟ 

 平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻

害する行為の是正等に関する特別措置法」(以下「転嫁対策特別措置法」といいます。)は平成25

年10月1日より施行されております。この法律は中小企業・小規模事業者の円滑かつ適正な価格

転嫁をサポートするためのものです。その中には色々な対策が挙げられておりますが、今回は消

費税の転嫁拒否等の行為（減額、買いたたき等）についてご紹介いたします。  

 「特定事業者」とは、大規模小売事業者のことで、特定供給事業者から継続して商品又は役務

の提供を受ける法人である事業者(買い手事業者)をさし、「特定供給事業者」とは、大規模小売

事業者に継続して商品又は役務を供給する事業者で、資本金等の額が3億円以下である者、個人

事業者等（売り手事業者）をさします。 

１．減額又は買いたたき  

 消費税の引き上げに応じるかわりに商品を購入する依頼又は協賛金等の名目で強制。  

2．購入強制もしくは役務の利用強制、又は不当な利益提供強制  

 消費税の引き上げ分の値引き協力依頼。  

 税込価格でなければ交渉しない。  

３．税抜き価格での交渉の拒否   

 公正取引委員会に相談したので取引を停止する等。 

４．報復行為  

 特定事業者から転嫁拒否等の行為を受けた場合は専門家の相談窓口に相談しましょう。  

◆ 各地商工会議所 「消費税転嫁対策相談窓口」 
札幌TEL：（011）231‐1766 

新潟TEL：（025）290‐4411 

◆ 公正取引委員会事務総局 取引部 

◆ 中小企業庁取引ホットライン 

◆ 全国中小企業取引振興協会 下請かけこみ寺 TEL：0120‐418‐618 

北海道事務所TEL：（011）271‐8481 

東北事務所 TEL：（022）217‐4260 

TEL：（03）3501‐7061 

3  
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 このたび、「経営者、経理財務担当者の方向

け」に、消費税改正に伴い、実務上直面すると

考えられる問題点について、その対応策を具体

的事例を交えてご説明致します。 

労 務 

４ 

試 用 期 間 を 設 け て い ま す か ？  

労務部：横浜 昭浩  

２.試用期間中の解雇  

１.試用期間とは  

 会社では従業員を採用した場合、試用期間

を設けている場合が多くあります。今月は試

用期間の注意点等について見ていきます。  

 一般的に会社は従業員を採用する場合、面

接や試験を行っていますが、それだけでは適

正や能力、従業員の人となりを判断するのは

難しいです。そこで入社後の一定期間を試用

期間として、実際に勤務した上で本採用とす

るか判断するのが一般的です。  

 試用期間中に適正がないと判断したとき

は、すぐに解雇できるのでしょうか？従業員

を解雇する場合、労働基準法では原則として

30日前の予告または30日分以上の平均賃金

（解雇予告手当）の支払いが必要となります。

「試しに雇用しているのだから、すぐに解雇

してもいいのではないか」と思われがちです

が、試用期間の14日を超えると解雇の予告が

必要となってきます。また、解雇が正当なも

のとされるのは客観的にみて合理的な理由が

あり、社会通念上相当であると認められなけ

ればなりません。 

3.試用期間の長さ   

 試用期間については、必ず長さを定めなけ

ればなりません。労働基準法等で決まりはあ

５.トラブルを避けるために   

 試用期間を採用している場合、本採用拒否時

のトラブルをさけるために従業員と労働契約を

結ぶ際には、下記を説明することが大切です。 

りませんが、一般的には1ヶ月～6ヶ月で設

けてている会社が多く、最長でも1年が限度

と解釈されています。また、会社で様々な

業種がある場合、適正判断

が容易なものと困難なもの

がありますが、職種ごとに試

用期間を定めることも可能と

なっています。  

４.試用期間中の社会保険・労働保険    

 試用期間は一般的には本採用を前提とした雇

用でありますので、労働時間等の要件を満た

した場合、社会保険（健康保険・厚生年金保

険）・労働保険（労災保険・雇用保険）は対

象となり、手続きをして被保険者とする必要が

あります。  

 ①試用期間があること 

②試用期間の勤務状況を見て職務や職場 

 に適性がないと判断したときには本採 

 用しないこと 

③会社の求める能力、役割等 

 また、就業規則や雇用契約書にも記載する必

要があります。  

１．消費税の改正ポイント 

２．実務対応上、問い合わせの多い事項や気づきづらい事項 

３．今後とるべき実務対応（具体的事例を交えて） 

平成25年12月10日（火）14：00～15：30 90分 

（受付開始 13：30） 

無 料 

札幌市中央区南4条東4丁目2番地1 

さくら総合会計ビル6階セミナールーム 

セミナーに関するお問い合わせは監査担当者、

もしくは下記までお願いします。 

セミナー事務局担当：小野徹 

〔TEL〕011-271-1417 

〔URL 〕http://www.dao.or.jp/ 

ͻ ₲ᵃ⌠  

ͻ ԝ 

セミナー内容 

開 催 日 時 

会 費 

開 催 場 所 

http://www.dao.or.jp/
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公 益 法 人 の 立 入 検 査 に つ い て   

5  

 北海道庁は、公益認定後第1回の立入検査の時期を、公益社団・財団法人に移行後第1事

業年度が終了したら実施すると明確な方針を打ち出しております。平成23年度より公益

社団・財団法人に移行した法人については、平成24年度中（9月以降）に実施され、平

成24年度より公益社団・財団法人に移行した法人については、平成25年11月より立入検

査を実施する予定となっております。  

公益・社会福祉法人 

 社団法人、財団法人の一般法人・公益法人への移行期限が今年の11月末までとなってお

り、多くの法人の移行が進んでいる状況にあります。今回は、移行後の公益社団・財団法人

に対する立入検査について記載致します。  

 公益社団・財団法人は、行政庁（内閣総理大臣あるいは都道府県知事）による監督を受け

ており、行政庁は、事業の適正な運営を確保するため必要な限度で立入検査を実施すること

となっております。  

  

（１）立入検査の観点（平成21年12月24日内閣府「立入検査の考え方」より）  

 法令で明確に定められた公益法人として、遵守すべき事項に関する法人の事業の運営実態

を確認する観点から実施。  

（２）立入検査の実施頻度等（同上） 

 公益認定後、第1回の立入検査はできるだけ早期（認定後おおむね1～3年以内を目途）に実

施するよう努める。第2回以降は直近の立入検査実施後3年以内に実施。  

３）立入検査の実施方法等（同上）  

 各種情報（定期提出書類、変更届出、認定審査の際の申送り事項、ほか外部情報等）を活用

し、立入検査でなければ確認困難な事項（公益目的事業の実態など）を中心に、重点的に検査

を実施。（以下省略） 

 

 北海道知事所管の公益法人に対しては、北海道庁総務部法人局法人

団体課が立入検査を実施しております。一方、新潟県知事所管の法人

の場合は、申請の窓口となっていた文書私学課ではなく、旧主務官庁

の担当課が実施することとなるようです。 

 すでに北海道で実施された立入検査では、理事会・総会等の議事録、役員の選任にかかわ

る書類、公益目的事業の実施状況の実態の点検を重点的に行い、財務書類に関しては、総勘

定元帳、共通経費、減価償却明細、寄附金や補助金を重点的に点検しております。なお、法

人の事業内容や財務状況（特定資産や特定費用準備資金の有無、収入財源、役員報酬の有無

など）により重点項目は変わるため、説明が必要と思われる事項については、事前に証拠書

類・関連資料の整備が必要です。 

公益・社会福祉法人部：山本 剛史 
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１.なぜ買収か（Ｍ＆Ａにおける買収側のメリット）  

6  

株式会社 さくら総合M ＆A ｾﾝﾀｰ：小野 徹  

 先月号では、Ｍ＆Ａによる事業承継のメリットを

お話ししました。今月号では、そういった事業承継

を目的とした譲渡案件を買収する場合の買収側のメ

リットをご紹介します。以前、本誌上でＭ＆Ａのメ

リットは「時間を買う」、「リスクを少なくする」

ことにあると述べました。では、そもそも企業は何

を目的としてＭ＆Ａ（買収）を行うのでしょうか？  

 Ｍ＆Ａにおける買収側の経営上の目的は大き

く分けて以下の2つがあります。    

 一方、他種類の案件、例えば、事業再生、

債権案件では、買収価額が一般的に低額とな

るため、その再生ノウハウをもつ方にとって

は投資効果の面ではメリットがありますが、

ノウハウを持たない方が手を出すと多額の勉

強代を払うことになりかねません。再生案件

では譲渡会社に残された時間が少ないことが

多く、限られた時間の中で事業リスクを洗い

出し、買収後想定されるリスクを測定しなけ

ればならないため、多くの経験とノウハウが

必要となります。事業承継案件は、そういっ

た切迫感はなく、お互いの意向や相乗効果、

将来リスクをじっくりと検討することができま

すし、前述のようなメリットがあります。そ

のため、事業会社がＭ＆Ａを検討する際に

は、事業承継案件をまず検討することをおす

すめします。  

事業承継を目的とした譲渡案件の買収メリット  

 自社の事業領域に全く関連のない事業への展

開や、自社がすでに有している経営資源を利用

して新規事業を展開することを目的としてＭ＆

Ａを行う場合です。例えば、自社のもつ顧客

データベースを利用して、他の新規事業を行う

場合や、新規事業に関するノウハウをもってい

ない場合等に、Ｍ＆Ａによりそのノウハウを入

手することを目的とします。  

２.事業承継を目的とした譲渡案件を買収することのメリット 

ア.収益状況が安定しており先が読みやすい。  

 事業承継を目的とした譲渡案件（以下、「事業承

継案件」といいいます）とは、事業そのものは堅実

に行われている、あるいは順調に成長しているもの

の、後継者がいないことにより、会社の継続性が危

ぶまれており、後継者がいれば普通に承継されてい

くはずであるような会社の譲渡案件をいいます。事

業承継案件の特徴として、一般的に以下のようなこ

とがあります。  

イ.従業員の会社への忠誠心が高い場合が多い。 

ウ.社歴が長い会社であることが多く、社会的な 

  信用を得ている。 

エ.譲渡時に、譲渡側の代表者が誠心誠意従業員 

  への説明を行うため、重要な従業員が退職す 

  ることが少ない。 

オ.買収後のリスクの洗い出しに譲渡側が協力的 

  であるため買収後に予想もしていない問題が 

  突然出てくることが少ない。 

＜ｱ＞既存事業の強化を目的としたＭ＆Ａ  

＜イ＞新規事業の展開を目的としたＭ＆Ａ  

 現在、自社が展開している事業の強化を目的と

して行う場合です。マーケットに存在する事業者

が少ない場合には、同業他社を買収することによ

り自社のシェアを上げることを目的としますが、

中小企業の場合、シェアを上げるというよりは、同

業を買収することにより、取引先の増加と間接部

門の統合による固定費の減少効果を目的としてい

る場合が多く見受けられます。また、近隣業種へ

の参入、例えば、訪問介護事業やデイサービス事

業を行っている会社が、グループホームや特定施

設を運営している会社を買収したり、食品を小売

している会社が製造ラインや製品開発力を持った

会社を買収するなど、自社の事業領域やその関連

領域を強化、拡大することを目的とします。この

とき、自前で行うよりも、Ｍ＆Ａによる方が、ス

ピーディに、かつ事業見通しに関するリスクを少

なくすることが可能です。 
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コ ラ ボ の 効 果   

 事業再生という場面で、「お金をかけずどの

ように売り上げをあげるのか？」が経営者の最

大の焦点ではないかと思います。  

 まず、「コラボとは何か？」ということです

が、自社が持っている経営資源と他社が持って

いる経営資源のマッチングです。 

 そもそも、あなたのビジネス上の先達たちは

あなたより先にたくさんのお金や時間をかけて

様々な経営資源を蓄積しています。この各々

（自社と他社）が持っている経営資源をお互い

のニーズによって活用することで、新たな商品

の提供、あるいは新たな市場を開拓し、売り上

げを上げようというものです。なお、ここでい

う経営資源とは次のようなものです 。 

 営業人員・販路・店舗や施設・Ｗｅｂサイト・

ソーシャルメディア・顧客リスト・取引先リスト・

人脈・運送経路など  

 つまり自社のニーズと相手の経営資源（自社

が欲しい経営資源）とのマッチングによりコラ

ボが成り立つことになります。  

【販売力】  

 この様な方のために今回はコラボ（正確には 

Collaboration）、つまり共同、協力、提携

など企業同士お互いが協力し合い売り上げを伸

ばすことについてお伝え致します。  

 優れた商品・品ぞろえのバリエーション・ 

人員・生産設備・商品在庫・空き施設・ブラン

ド・ノウハウ・事例・デザインなど  

【商品力】  

 この様に経営資源は様々なものがあり、自社

が持っていないものは殆ど他の誰かが持ってい

るといえます。それでは、誰とコラボすれば良

いのでしょうか？  

 まず、自社がアプローチしたい顧客を明らか

にする必要があります。次に、自社が欲しい上

記の経営資源を明らかにします。そして、その

「経営資源を持つ企業は誰か？」を考えていく

ことによりコラボする相手がわかります。 

 ただし、これはコラボする相手にも言えるこ

とです。自社にメリットがあるように相手にも

メリットがある必要があります。  

 コラボ相手にニーズと自社の経営資源をマッチ

ングさせ、相手にもメリットがある提案をしなけれ

ば、提案自体受け入れてもらえません。自社の経

営資源が相手にメリットをもたらすものなのか、

十分に検討してください。 最適なコラボ相手と

は、自社がアプローチしたい市場に対して適切な

経営資源を持っている相手となり、コラボの成否

は誰と組むかによって決まります。くれぐれも知

り合いや仲の良いもの同士だからというだけで始

めることのないようにしてください。ここまで簡

単にコラボについて述べましたが、これを上手く活

用すると業績を一気に回復することができます。  

 なお、ここでコラボの最大の秘訣をお教えしま

す。ここで説明したコラボが重要だと考える理由

は、コラボを成功させる最大の秘訣が、私たち日

本人がずっと大切にしてきた精神と相通ずるところ

があるからです。 

 ぜひこの精神をビジネスの現場で実践し業績

の回復を目指してください。 

 紙面の都合上詳細は述べておりませんが、具体

的な手法についてはお問い合わせください。  

（「コラボの教科書」鳥内浩一著より抜粋引用）  

 古くから我が国に根づいているこの精神こそ、

コラボを成功に導く最大の秘訣です。相手を思い

やり、お互いが幸せをわかちあうことをなにより

も大切にする。その美しい精神は、コラボ成功の

最大の秘訣であるだけでなく、東日本大震災の際

に世界中の人々が注目し、驚き、感動した、日本

人が持つ最大の強みでもあるのです。  

ḷ  

新潟事務所：西久保 勝郎  
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【さくらマネジメントグループ】 

庵 原 宏 章 行 政 書 士 事 務 所 

労 働 保 険 事 務 組 合 道 央 労 務 管 理 協 会 

株 式 会 社  さ く ら 総 合 Ｍ ＆ Ａ セ ン タ ー   

税 理 士 法 人  さ く ら 総 合 会 計 

エ ス ･ バ イ ･ エ ス 事 業 協 同 組 合 

道 央 情 報 サ ー ビ ス 協 同 組 合 

株 式 会 社  エ ス エ ム シ ー 

㈲ 札 幌 ビ ジ ネ ス エ ー ジ ェ ン ト 

株 式 会 社  パ ワ ー コ ン サ ル 

清 平 秀 幸 公 認 会 計 士 事 務 所 

ᵢ ͻ ȟ  

 北洋でんさいサービスは、手形に代わる新たな決済手段として、今後利用が拡大していくものです。 

只今サービススタートキャンペーンを実施しています。ご検討の際は、是非北洋銀行までご相談ください！  

ᵢ ͻ ═ԇ   

１）ペーパーレスだから手続きが簡単！搬送代もかかりません！ 

ǖ 

 株式会社全銀電子債権ネットワーク【通称：でんさいネット】が手形に代わる新たな決済手段とし

て提供する「電子記録債権（「でんさい」）」を利用するためのサービスです。当行ホームページか

ら簡単に「発生・譲渡・支払」といった取引を安全且つ便利にご利用いただけます。 

支払企業では…  

２）印紙税は課税されません！ 

３）支払手段を一本化して、事務の効率化が図れます！ 

４）ペーパーレスだから安心・安全・保管も不要です！ 

納入企業では…  

５）必要な分だけ譲渡や割引ができます！ 

６）期日になると自動入金されます！ 

ͻ ͻ ͻ ȟ 

月額手数料  

通常1,050円（税込）のところ  

決済（入金）手数料  

通常1件あたり210円（税込）のところ 

平成25年2月18日(月)～ 

平成26年3月31日（月）のご利用分 

無 料 ！ 

※通常時の月額手数料は、北洋ビジネスダイレクトをご利用されていない場合は1,050円(税込） 

 北洋ビジネスダイレクトをご利用されている場合は無料です。 

※各種手数料,サービス概要等、詳しくは北洋銀行本支店（お取引店）までお問い合わせください！ 

 一般社団法人全国銀行協会が設立した電子債権記録機関である「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」

の通称です。全国の金融機関が参加する、電子記録債権を記録・流通させる新たな決済インフラです。 

（北洋ビジネスダイレクトをご利用されない場合） 
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